
 

 
 
 
 
 
○登録者情報 

永嶋 正裕（ながしま まさひろ） 

 

所在地   東京都 

 

組織名・所属 役職   

  地方公共団体債権管理コンサルタント 

 

略歴 

 ・平成 20 年 船橋市役所時代、全国初の債権管理課創設、初代債権管理課長就任 

 ・平成 21 年 税と強制徴収公債権及び非強制徴収公債権と私債権の一元管理 

 ・平成 21年 債権管理一元化が地方行財政改革事例として総務所から選定  

 ・平成 24 年 総務大臣表彰、皇居にて天皇皇后陛下の拝謁を受ける 

 ・平成 30 年から地方公共団体債権管理コンサルタントとして活動 

○主な取組内容・実績 

 ・総務省自治大学校及び市町村アカデミーにおいて、約 15年間毎年講師を務める 

 ・これまでに国や地方公共団体 122団体で研修講師やコンサルタント業務を実施 

 ・地方自治法第 240 条に規定する普通地方公共団体の「債権」について広い見識を持ち、

適正な債権管理を行うための庁内組織マネジメントや議会対応などの助言ができる。 

その理由として、行政での債権管理全般の実務経験を有し、債権管理について長年携

わり先進的な債権管理を経験し、地方自治法・地方自治法施行令・国税徴収法・地方

税法・民法・民事訴訟法・民事執行法など債権管理に関する法令の知見があり、行政

での議会で債権管理全般の質疑・答弁において十二分な実績がある。 

また長年において、自治大学校、市町村アカデミー、地方公共団体、時事通信、日本

経営協会などで自治体職員を対象とした講師を務める。さらに地方公共団体から債権

管理コンサルタント業務委託を受けるなど、全国的に「地方公共団体債権管理コンサ

ルタント」として認知され活動している。 

○その他 
 ・月刊「税」に 15 回以上寄稿、各機関紙や地方公共団体等の取材など多数 

 ・「債権管理・回収の手引き」共同執筆 

地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業 

（地方税務行政のＤＸ等関係） 

 

写 真 

※写真の掲載は 

任意です。 


